
〔苦情解決〕 

  社会福祉施設の運営向上のために改正されました法律に従いまして、保育園の苦情解決の窓口を 

 設置しています。 

事務所カウンターの上部に提示しています。 

 

 

〔苦情公開〕 

 令和５年度 該当するものはありませんでした。 

 

 


